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（別 紙） 

 

 大阪市会委員会条例（昭和31年大阪市条例第28号）第４条の規定に基づき、次のとおり

特別委員会を設置する。 

 

１．名  称 

  市政改革特別委員会 

２．目  的 

  市民の信頼回復、市民の意見を反映した市政運営の確立に向けて市政改革を総合的か

つ着実に推進するため、調査研究を行う。 

３．付議事件 

 ⑴ 市政改革の進捗状況の検証に関すること 

 ⑵ 市政改革にかかる区・局運営方針の進捗状況の検証に関すること 

⑶ その他市政改革に関すること 

４．委員定数 

  ２０人 

５．期  間 

  市会閉会中も審査を行い、その終了まで継続する。 


